
江別市公園のあり方検討委員会設置要綱を次のように定める。 

 

　　令和７年１２月１９日 

 

江別市長　後　藤　好　人　 

 

江別市公園のあり方検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条　本市が管理する公園において、将来にわたる公園の管理運営及び整備の方針を検

討するため、江別市公園のあり方検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置す

る。 

（所掌事項） 

第２条　検討委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

(1) 公園及び施設の再編及び集約化に関すること。 

(2) 公園整備における民間資金活用に関すること。 

(3) 公園の管理及び運営方法に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条　検討委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２　委員は、学識経験者、自治会、市民団体等から推薦を受けた者、指定管理者又は市民

公募による者の中から、市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第４条　委員の任期は、委嘱の日から公園のあり方についての提言書を提出する日までと

する。 

（委員長及び副委員長） 

第５条　検討委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

２　委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。 

３　委員長は、会務を総括し、検討委員会を代表する。 

４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条　検討委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２　委員長は、会議の議長となる。 

３　会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４　会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

５　検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席、意

見、説明又は資料の提出を求めることができる。 

 

 



（庶務） 

第７条　検討委員会の庶務は、建設部都市建設課において処理する。 

（委任） 

第８条　この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

会議に諮って定める。 

 

　　　附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、令和８年１月１日から施行する。 

（会議招集の特例） 

２　この要綱による最初の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


